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手篭川関係水利組合の要望書に対する回答 

H22年8月3日 

霧島市国分敷根141番地 

株式会社 キリシマ 

代表取締役 鎌田善政 

 

要望書によるとゴルフ場が原因で手篭川が氾濫したとの事ですが､そのような事実がないので

報告します。 

７月３目未明の梅雨前線豪雨は､霧高市霧島町内で1:00～2:00の間に88mm/h､4:00～5:00の間

に126mm/hなど累計雨量406mmの集中豪雨であったことが資料により示されております｡このよう

な予想を超える短時間の豪雨で山崩れや路肩決壊による県道、市道､農道､林道､などの道路災害

又､用水路､排水路､などの決壊､農地の流出、埋没など大災害が発生しました｡このように短時間

に予想出来なかった大変な雨量であり、手篭川流域における災書の原因が㈱キリシマのゴルフ揚

建設用地からの大量の雨水や土砂の流出が全て災害の原因となったとは考えておりません｡今回

の災害原因は資料に示されております梅雨前線豪雨による大雨が災害に起因したのではないかと

思われます。 

また､ゴルフ場内の状況につきましては下記の通りであります。 

 

1. ゴルフ場内の３箇所の調整池は雨水の抑制と土砂の流出防止が機能しており､堰堤が決壊し

ている所もありませんでした｡この状況は７月５目の翌朝現場をパトロールし､確認しており

ます｡又その日の午後に霧島市によるパトロールも受けております。（写真添付） 

 

2. 手篭川下流の災害は別紙写真の通り本流からの水が影響しているのではないでしょうか。

（写真添付） 

 

3. また要望書では 17 年間放置されているゴルフ揚とありますが､現場常駐の㈱キリシマ職員が  

定期的に現場巡視をしており、他に県のパトロールも毎年受けております。（添付資料霧島  

ゴルフ揚管理状況と前年度撮影した航空写真） 

 

※上記回答を環境保全協定第9条第1項による被害原因の調査結果とし､今回の集中豪雨による被

害は同条3項に規定する「原因がゴルフ場に起因する」ものではないことを報告します。 

当資料の問題は以下のとおり 

・ ゴルフ場の調整池は機能していない、霧島市行政との共同視察で否定されたはず 

・ １７年間放置していた。広大なガリー侵食現場、多数の調整池への水路の崩壊、未完成の

調整池、土砂の堆積した調整池、杜撰な維持管理はこの報告書の業者提示の画像でも確認

できる。 

・ ゴルフ場管理状況報告書での土砂上げはＡ調整池のみであり、Ｂ、Ｄ調整池の土砂上げ実

績は無い 

・ 永水井堰内土砂撤去作業は行っていない、下流への押し下げのみである。 

・ 業者が言う調整池の土砂撤去を適切に行っているのであれば、業者提示の調整池の水面か

ら草が生えている事実、調整池に満々とある泥水をどのように説明するか問いたい 

・ 行政は業者からの当該文書をもって、業者に責任は無いと結論づけた。 

文書を読む力の欠如がはなはだしい 
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キリシマゴルフ場管理状況 

 

１１．１０．１１～１

０．１６ 
Ａ調整池土砂上げ  

１２．８．２１ Ａ調整池土砂上げ  

１３．５．１～５．２ Ａ調整池土砂上げ  

１４．４．５～４．１３ 永水地区 井堰内土砂撤去  

１４．４．１１～４．１

３ 
永水地区 井堰内土砂撤去  

１４．４．１５～４．２

０ 
Ａ調整池土砂上げ  

１５．６．６  土地対策室パトロール 

１５．８．４～８．５ 永水地区 井堰内土砂撤去  

１５．８．２８～８．３

０ 
流末布団かごの補修  

１５．９．１～９．３ 場内流末土砂上げ  

１５．１２．１９  森林保全課パトロール 

１６．４．５．～４．６ 永水地区 井堰内土砂撤去  

１６．５．１２～５．２

０ 

Ａ調整池土砂上げと道路補

修 
 

１６．６．２３  森林保全課パトロール 

１７．９．９ 永水地区 井堰内土砂撤去  

１７．９．２１～９．３

０ 
Ａ調整池土砂上げ  

１８．４．１２ 永水地区 井堰内土砂撤去  

１８．７．２６～７．３

１ 
Ａ調整池土砂上げ  

１９．５．１６  土地対策室パトロール 

１９．７．２５～７．３

１ 
Ａ調整池土砂上げ  

２０．５．１４  土地対策室パトロール 

２０．８．１  森林保全課パトロール 

２０．８．７ 永水地区 井堰内土砂撤去  

２１．３．７ 永水地区 井堰内土砂撤去  

２１．４．２２～４．２

４ 
Ａ調整池土砂上げ  

２１．５．１５  土地対策室パトロール 

２１．５．１９  森林保全課パトロール 

２１．８．１８ 永水地区 井堰内土砂撤去  

２２．５．１４  土地対策室パトロール 

２２．７．２６  森林保全課パトロール 
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調整池から搬出した土砂の量と搬出場所 

 

搬出場所 捨土場所 土砂の量 単位 工事期間 

Ａ調整池 クラブハウス用地周辺 ３，９２４ ㎥ ９月 ２日～９月１５日 

Ｂ調整池 道路脇自社敷地内 ６３０ ㎥ ８月 ２日～８月 ３日 

Ｂ調整池 １７番ホール １，２１２ ㎥ ８月 ９日～８月１２白 

Ｄ調整池 １７番ホール １，５１２ ㎥ ８月２３日～８月３０日 

計  ７，２７８ ㎥  

網掛け部分のパトロールは何の問題指摘

も無かった視察でした。 


